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Ⅰ  宮城県亘理地区行政事務組合の財務書類の公表について 

 

１  地方公会計制度の概要 

 

国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されて

きました。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去か

ら積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった

会計手続きの概念がありませんでした。 

平成１８年６月「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

が成立したことにより、地方の資産・債務改革の一環として、自治体の資産や債務の管理

に必要な公会計をさらに整備することを目的に、総務省では「新地方公会計制度研究会」

が発足しました。同研究会からは平成１８年５月に「新地方公会計制度研究会報告書」が

公表され、続けて同年８月には「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指

針」が示されました。 

この指針では、地方公共団体の公会計の整備について、国の作成基準に準拠した新たな

方式による財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算

書）の作成及び開示を行うよう、地方公共団体に対して要請がありました。 

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を進めていきましたが、総務省は新

地方公会計制度の導入にあたり、「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の二つのモ

デルを示していました。東京都は東京都方式、大阪府は大阪府方式とありましたが、複数

あることで他団体との比較ができない等の問題が生じていたため、平成２５年８月に「研

究会中間とりまとめ」が公表され、平成２６年３月に「地方自治体における固定資産台帳

の整備等に関する作業部会報告書」「財務書類作成基準に関する作業部会報告書」が公表

されました。 

そして、平成２７年 1 月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、一部

事務組合を含むすべての地方公共団体へこの統一的な基準での財務書類を平成３０年３月

までに作成するよう要請されました。 
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２  宮城県亘理地区行政事務組合の取り組み 

 

宮城県亘理地区行政事務組合では、平成２７年度決算から、「統一的な基準」により、

固定資産台帳の整備を行いました。そのうえで同年度決算から財務書類を作成しています。 

このことにより、現金の取引情報にとどまらず資産や負債の状況も把握できるようにな

りました。住民にとっても宮城県亘理地区行政事務組合の財務状況がどういったものであ

るかを判断することが出来る材料の 1つになっていくものと考えられます。 

 

３  統一的な基準の特徴 
 

統一的な基準による財務書類は、主に以下のような特徴を有しています。 

 

① 複式簿記・発生主義の導入 

会計処理方法として複式簿記・発生主義会計を採用し、歳入歳出データから複式仕

訳を作成することにより、現金取引（歳入・歳出）のみならず、すべてのフロー情

報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）及びストック情報（資産・負

債・純資産の期末残高）を網羅的かつ誘導的に記録・表示すること。 

 

② 固定資産台帳の整備 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１４～デフレから好循環拡大へ～」（平成２

６年６月２４日閣議決定）において、「各地方公共団体の財政状況が一層比較可能

となるよう、統一的な基準による地方公会計の整備を促進する。あわせて、ＩＣＴ

を活用して、固定資産台帳等を整備し、事業や公共施設等のマネジメントも促進す

る」とされたことを踏まえ、決算情報（決算分析のための情報）の作成・開示のみ

ならず、事業や公共施設等のマネジメントの促進をも可能とする勘定科目体系を備

えていること。 

 

③ 比較可能性の確保 

各地方公共団体が、統一的な基準による財務書類を作成・開示することにより、全

般的な財務状況をより多面的かつ合理的に明らかにすることを通じて、住民や議会

等に対するより一層の説明責任を果たすとともに、資産債務改革や予算編成を含む

行財政改革に積極的に活用され、限られた財源を「賢く使うこと」が期待されるこ

と。 
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４  作成基準日 

 

作成基準日は、各会計年度の最終日となります。今回の平成２８年度決算分では平成２

９年３月３１日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間（翌年度

４月１日から５月３１日までの間）の収支については、基準日までに終了したものとみな

して取り扱っています。 

 

５  作成対象とする範囲 

 

宮城県亘理地区行政事務組合 会計区分 

一般会計 
    

一般会計等 
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単位：千円

一般会計等 一般会計等

1.固定資産 401,428 1.固定負債 269,244

（1）事業用資産 85,411 （1）地方債 39,350

（2）インフラ資産 0 （2）長期未払金 0

（3）物品 315,917 （3）退職手当引当金 229,894

（4）無形固定資産 0 （4）損失補償等引当金 0

（5）投資及び出資金 0 （5）その他 0

（6）投資損失引当金 0 2.流動負債 39,907

（7）長期延滞債権 0 （1）1年以内償還予定地方債 9,816

（8）長期貸付金 0 （2）未払金 0

（9）基金 0 （3）未払費用 0

（10）その他 100 （4）前受金 0

（11）徴収不能引当金 0 （5）前受収益 0

2.流動資産 36,396 （6）賞与等引当金 30,091

（1）現金預金 13,105 （7）預り金 0

（2）未収金 0 （8）その他 0

（3）短期貸付金 0 309,151

（4）基金 23,291

（5）棚卸資産 0 （1）固定資産等形成分 424,719

（6）その他 0 （2）余剰分（不足分） △ 296,046

（7）徴収不能引当金 0 128,673

437,824 437,824

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部

単位：千円 単位：千円

一般会計等 一般会計等

経常費用 750,079 前年度末純資産残高 253,883

1.業務費用 694,918 純行政コスト △ 746,024

（1）人件費 493,258 財源 620,814

（2）物件費等 201,563 （1）税収等 620,437

（3）その他の業務費用 97 （2）国庫等補助金 377

2.移転費用 55,161 本年度差額 △ 125,210

経常収益 4,054 資産評価差額 0

1.使用料及び手数料 1,955 無償所管換等 0

2.その他 2,099 他団体出資等分の増加 0

純経常行政コスト △ 746,024 他団体出資等分の減少 0

臨時損失 0 その他 0

臨時収益 0 本年度純資産変動額 △ 125,210

純行政コスト △ 746,024 本年度純資産残高 128,673

行政コスト計算書 純資産変動計算書

６  財務書類間の相互関係図 

    

       

         

 

① 

② 

③ 

単位：千円

一般会計等
業務活動収支 14,012

1.業務支出 △ 610,857
2.業務収入 624,869
3.臨時支出 0
4.臨時収入 0

投資活動収支 △ 31,697
1.投資活動支出 △ 42,697
2.投資活動収入 11,000

財務活動収支 16,584
1.財務活動支出 △ 9,816
2.財務活動収入 26,400

本年度資金収支額 △ 1,102
前年度末資金残高 14,206
本年度末資金残高 13,105

前年度末歳計外現金残高 0
本年度歳計外現金増減額 0
本年度末歳計外現金残高 0
本年度末現金預金残高 13,105

資金収支計算書



 

5 

 

貸借対照表の資産のうち、「現金預金」の金額は資金収支計算書の本年度末現金預金残高と一

致します。 

① 行政コスト計算書の「純行政コスト」と純資産変動計算書の「純行政コスト」と一致します（純

行政コストは純資産の減少要因となる為、純資産変動計算書上はマイナス表記となりま

す）。 

② 貸借対照表の純資産合計の金額は、純資産変動計算書の本年度純資産残高と一致しま

す。 
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Ⅱ  宮城県亘理地区行政事務組合の財務書類について 

 

１  貸借対照表 

 

地方公共団体の決算書は、１年間で、どのような収入がいくらあり、その収入を何にい

くら使ったか、という単年度の状況は把握できますが、現在、どれだけの資産や負債があ

るのか、という情報は把握ができません。 

この貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。 

左側の「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。 

右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置をし

てきたかを表しています。 

「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととらえる

ことができ、一方で、「純資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換えればこれ

までの世代や現在の世代、または国、県が負担した分となります。 

 

①平成２８年度貸借対照表 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。 

単位：千円

一般会計等 一般会計等

1.固定資産 401,428 1.固定負債 269,244

（1）事業用資産 85,411 （1）地方債 39,350

（2）インフラ資産 0 （2）長期未払金 0

（3）物品 315,917 （3）退職手当引当金 229,894

（4）無形固定資産 0 （4）損失補償等引当金 0

（5）投資及び出資金 0 （5）その他 0

（6）投資損失引当金 0 2.流動負債 39,907

（7）長期延滞債権 0 （1）1年以内償還予定地方債 9,816

（8）長期貸付金 0 （2）未払金 0

（9）基金 0 （3）未払費用 0

（10）その他 100 （4）前受金 0

（11）徴収不能引当金 0 （5）前受収益 0

2.流動資産 36,396 （6）賞与等引当金 30,091

（1）現金預金 13,105 （7）預り金 0

（2）未収金 0 （8）その他 0

（3）短期貸付金 0 309,151

（4）基金 23,291

（5）棚卸資産 0 （1）固定資産等形成分 424,719

（6）その他 0 （2）余剰分（不足分） △ 296,046

（7）徴収不能引当金 0 128,673

437,824 437,824

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部
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～用語解説～ 

固定資産 

事業用資産･･････････公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産 

（例：庁舎、ごみ処理施設、し尿処理施設、学校など） 

インフラ資産････････社会基盤となる資産 

（例：道路、橋、公園、上下水道施設など） 

物品････････････････車輛、物品、美術品など 

無形固定資産････････ソフトウェアなど 

投資及び出資金･･････有価証券、出資金、出捐金など 

投資損失引当金･･････連結団体に対する出資にかかる実質価額が著しく低下した場合

に計上 

長期延滞債権････････滞納繰越調定収入未済分 

長期貸付金･･････････自治法第240条第1項に規定する債権である貸付金 

（流動資産に区分されるもの以外） 

基金････････････････流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基金） 

その他･･････････････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不

納欠損額）を見積もったもの（固定資産分） 

流動資産 

現金預金････････････手許現金や普通預金など 

未収金･･････････････税金や使用料などの未収金 

短期貸付金･･････････貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金････････････････財政調整基金、減債基金 

棚卸資産････････････売却目的保有資産 

その他･･････････････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不

納欠損額）を見積もったもの（流動資産分） 

固定負債 

地方債･･････････････地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が1年超のもの 

長期未払金･･････････自治法第214条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされる

もの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以

外 

退職手当引当金･･････原則期末自己都合要支給額（負担金支出により計上しない） 

損失補償等引当金････履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共

団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額

を計上します。 
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その他･･･････････････上記以外の固定負債 

 

流動負債 

1年内償還予定地方債･･地方公共団体が発行した地方債のうち、1年以内に償還予定のも

の 

未払金･･･････････････基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額

が確定し、または合理的に見積もることができるもの 

未払費用･････････････一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基

準日時点において既に提供された役務に対して未だその対価

の支払を終えていないもの 

前受金･･･････････････基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対す

る義務の履行を行っていないもの 

前受収益･････････････一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時

点において未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの 

賞与等引当金･････････基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定

福利費 

預り金･･･････････････基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負

債 

その他･･･････････････上記以外の流動負債 
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２  行政コスト計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかったコス

トのうち、例えば人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービ

スに要したコストを表したものです。また、実際に現金の支出を伴うサービスのほかに、

減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまで含まれます。 

さらに、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や手数料といった受

益者負担がどの程度あったかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の市町村税や地

方交付税，国庫支出金・都支出金などで賄わなければならないコストを表すことになりま

す。 

こうしたコストを把握することは、組合の内部的には行政活動の効率性につながり、ま

た、単年度の資産形成支出の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成すること

にもつながるものと考えられます。さらにこれらのコストに対し、使用料等がどうであっ

たかを明らかにすることもできます。 

 

①平成２８年度行政コスト計算書 

 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。 

単位：千円

一般会計等

経常費用 750,079

1.業務費用 694,918

（1）人件費 493,258

（2）物件費等 201,563

（3）その他の業務費用 97

2.移転費用 55,161

経常収益 4,054

1.使用料及び手数料 1,955

2.その他 2,099

純経常行政コスト △ 746,024

臨時損失 0

臨時収益 0

純行政コスト △ 746,024

行政コスト計算書
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～用語解説～ 

経常費用 

業務費用 

人件費･･･････････････職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など 

物件費等･････････････職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設

等の維持修繕にかかる経費や減価償却費など 

その他の業務費用･････支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付 

移転費用･････････････住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への

資金移動など 

 

経常収益 

使用料及び手数料･････財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭 

その他･･･････････････過料、預金利子など 

 

臨時損失及び臨時利益 

臨時損失･････････････資産除売却損など 

臨時利益･････････････資産売却益など 
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３  純資産変動計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、１年間でどのような要因で増減したかを

表すもので、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。 

行政コスト計算書には計上されていない、構成市負担金、国・都等からの補助金等が、

本表の財源に計上されています。また、「純行政コスト」の額が、行政コスト計算書の純

行政コスト（「経常費用－経常収益＋臨時損失－臨時収益」）をまかなうもので、金額は

一致します（純資産変動計算書上はマイナス要因です）。 

 

①平成２８年度純資産変動計算書 

 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。 

※純行政コストは純資産の減少要因の為、純資産変動計算書ではマイナス表記となります。 

 

単位：千円

一般会計等

前年度末純資産残高 253,883

純行政コスト △ 746,024

財源 620,814

（1）税収等 620,437

（2）国庫等補助金 377

本年度差額 △ 125,210

資産評価差額 0

無償所管換等 0

他団体出資等分の増加 0

他団体出資等分の減少 0

その他 0

本年度純資産変動額 △ 125,210

本年度純資産残高 128,673

純資産変動計算書
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～用語解説～ 

前年度末純資産残高･･････前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致） 

純行政コスト････････････行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスな

ど、資産形成につながらない行政サービスに係る費用（行政

コスト計算書の「純行政コスト」と一致） 

財源 

税収等････････････････地方税、地方交付税、地方譲与税など 

国庫等補助金･･････････国庫支出金及び都道府都支出金など 

資産評価差額････････････有価証券等の評価差額 

無償所管替等････････････無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など 

その他･･････････････････上記以外の純資産の変動（調査判明の資産など）
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４  資金収支計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、１年間の資金の増減を、業務活動収支・

投資活動収支・財務活動収支の３区分にわけ、どのような活動に資金が必要であったかを

示しています。また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の金融資産の資金の金額と一

致します。 

 業務活動収支は、日常の行政サービスを行う上での収支を表しています。投資活動収支

は、資産形成に関する収支を言います。財務活動収支とは、地方債等の借入や償還に関す

る収支を言います。 

 

①平成２８年度資金収支計算書 

 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。 

  

単位：千円

一般会計等
業務活動収支 14,012

1.業務支出 △ 610,857
2.業務収入 624,869
3.臨時支出 0
4.臨時収入 0

投資活動収支 △ 31,697
1.投資活動支出 △ 42,697
2.投資活動収入 11,000

財務活動収支 16,584
1.財務活動支出 △ 9,816
2.財務活動収入 26,400

本年度資金収支額 △ 1,102
前年度末資金残高 14,206
本年度末資金残高 13,105

前年度末歳計外現金残高 0
本年度歳計外現金増減額 0
本年度末歳計外現金残高 0
本年度末現金預金残高 13,105

資金収支計算書
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Ⅲ  宮城県亘理地区行政事務組合の財務書類分析(指標) 

１指標一覧 

 
 

 

算式 数値 単位

住民一人当たり資産額(千円) 資産合計÷人口 9.41 千円

歳入額対資産比率(年) 資産合計÷歳入総額 0.66 年

資産老朽化比率(％) 減価償却累計額÷償却資産取得価額 64.99 ％

純資産比率(％) 純資産額÷資産合計 29.39 ％

社会資本等形成の世代間負担比率 
<将来世代負担比率>(％)

地方債残高÷有形固定資産 12.25% ％

住民一人当たり負債額(千円) 負債合計÷人口 6.65 千円

基礎的財政収支
<プライマリーバランス>(千円)

業務活動収支(支払利息除く)
　+投資活動収支

△ 17,588 千円

債務償還可能年数(年)
(地方債残高+退職手当引当金
　-地方債返済充当可能基金)
　　÷業務活動収支

18.3 年

効率性 住民一人当たり行政コスト(千円) 純行政コスト÷人口 16.04 千円

弾力性 行政コスト対税収等比率(％) 純行政コスト÷税収等 120.24 ％

自律性 受益者負担の割合(％) 経常収益÷経常費用 0.54 ％

指標

資産形成度

世代間公平性

持続可能性
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２指標の説明 

評価基準読み方

↑ 高い方がよい

↓ 低い方が良い

- どちらともいえない

６つの視点 11の指標 コメント 評価基準

住民一人当たり資産額

多ければ多い程良いと思われがちですが、資産維持の裏側には将来の維

持・管理といったランニングコストが含まれています。

また殆どが売却不能資産となります。通常は投資収益率を資産の効率性の

評価指標としますが、公的部門では異なる評価軸の設定が必要となりま

す。

資産の中には、効用が低くランニングコストが高いといった不良資産も含

まれる場合があり場合によっては資産のスリム化が必要といったケースも

あります。

-

歳入額対資産比率

歳入と資産形成のバランスをみる指標。低ければ積極的な資産形成の政策

が取られていないともとれますが、財務に負担をかけないために無理のな

い投資をしてきたとも判断できます。

-

有形固定資産減価償却率

いわゆる資産老朽化比率。資産取得からの経年劣化の度合いを表します。

値が高い程、老朽化が進んでいます。全資産に対しての数値であるため

個々の資産に細分して老朽化の状況を確認する必要があります。転じて該

当資産の整備・改修の必要性は？整備計画は？といった質問につながりや

すいです。

↓

純資産比率

全資産に対する純資産（返済不必要財源）の割合。高い程要返済財源の依

存度が低いことを意味するので世代間公平性の観点からは高いほうが良い

とされています。

↑

社会資本等形成の世代間負担比率 

（将来世代負担比率）

行政サービスに必要な有形固定資産が地方債などの要返済財源で、どれく

らい賄われているかの指標。世代間公平性の観点から言えば低い方がよい

とされています。

↓

住民一人当たり負債額
住民一人当たりの負債額。住民一人あたりの資産額とセットで把握する必

要があります。低い方が良いとされます。
↓

基礎的財政収支

（プライマリーバランス）

総資金収支から財務収支を除いた指標。＋であれば負債に頼らず自己資金

で固定資産投資まで行われているという意味なので＋以上が望ましいとさ

れます。

↑

債務償還可能年数
地方債残高が通常の業務活動収支の何年分かを測る指標。少ない方がよい

とされます
↓

効率性 住民一人当たり行政コスト

住民一人当たりの行政コスト負担額。行政活動の効率性の指標。低ければ

低い程良いが、本来必要なコストを削減した結果かもしれず、その結果、

目先のコスト削減を大きく超過するコストを払うリスクもあります（神戸

製鋼、日産etc）短期的な効率性（目先の効率性）という点からは低い方

がよいとされます。

また純行政コスト自体にイレギュラーなコストが含まれるため必ずしも経

常的な指標ではありません。

-

弾力性 行政コスト対税収等比率 行政コストを税収等で賄えているかの指標。低い方が良いとされます。 ↓

自律性 受益者負担の割合

行政コストの負担を受益者にどれだけ転嫁できているかの指標。受益者負

担割合の決定は各自治体の政治的判断に関わるので指標の高低で判断すべ

き性格ではありません。民間ではフルコストを全額回収した上で必要な利

益を加味した値段設定を行うため当該指標は使用されません。公的部門の

受益者負担政策について各自治体ごとに方針に沿った水準になっているか

のモニターに使用されます。

-

世代間公平性

持続可能性

資産形成度
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３指標の基礎数値 

 

項目（単位） 数値

人口(人) 46,510

資産(千円) 437,824

歳入総額(千円) 662,269

有形固定資産(千円) 401,328

減価償却累計額(千円) 744,904

償却資産取得価額(千円) 1,146,232

純資産額(千円) 128,673

地方債残高(千円) 49,166

退職給付引当金（千円） 229,894

負債額(千円) 309,151

業務活動収支(千円) 14,012

投資活動収支(千円) △ 31,697

支払利息支出(千円) 97

地方債返済充当
可能基金(千円)

23,291

純行政コスト(千円) △ 746,024

税収等(千円) 620,437

経常収益(千円) 4,054

経常費用(千円) 750,079

総務省より公表されている平成29年1月1日時点の
住民基本台帳人口を使用
(亘理町＋山元町）

備考
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